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申請様式 業務 機能追加項目 機能追加概要

輸出許可 申請 ①申請項目の追加 申請項目を変更します。

・必須項目の追加（２件）

輸出承認（有

害化学物質及

び特定水銀）

申請 ②入力チェックの見
直し

特定水銀の輸出承認申請にて、貨物番号「35の3」と「35の4」を同時に入力できるよ

う修正します。

事前確認（か

に）

帳票 ③確認書の注釈追
加

事前確認（かに）の通達改正に伴い、確認書の交付イメージに注釈を追加します。

１．機能追加の概要 申請様式別機能



3

申請項目を追加します。

２．申請様式別機能 ①申請項目の追加

輸出許可申請の需要者（所有者）の繰り返しに、以下の2項目を追加します。

「需要者（所有者） １年以内の許可実績の有無」

「需要者（所有者） 日系企業資本が50%以上の有無」

機能追加のポイント

輸出許可

ご注意願います

これまで利用された申請書ファイル（.jetファイル）
は、バージョンアップ後の申請書作成ソフトにて
開くことはできますが、JAA業務またはJAB業務に

て申請することはできなくなります。

申請書作成ソフトにて新規作成していただくか、
JAG業務にて最新の申請書ファイルをダウンロー
ドし直していただくようお願いいたします。
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特定水銀の輸出承認申請にて、貨物番号「35の3」と「35の4」を同時に入力できるよう修正します。

２．申請様式別機能 ②入力チェックの見直し

・これまで、輸出承認（有害化学物質及び特定水銀）申請では、貨物番号「35の3」または「35の4」のどちらか一方の入力しかできませんでしたが、特定水銀
については貨物番号「35の3」と「35の4」を同時に入力できるよう修正します。

※貨物番号「35の3」と「35の4」を同時に入力できるケースは、特定水銀（規制物質コード「020070：水銀」と「080010：水銀濃度が９５重量パーセント以
上の水銀」の組合せ）に限ります。

機能追加のポイント

輸出承認（有害化学物質及び特定水銀）

特定水銀は以下の入力になります。

貨物番号：「35の3」と「35の4」

規制物質コード：「020070：水銀」と「080010：水銀濃度
が９５重量パーセント以上の水銀」

（つづき）



・これまでに交付された確認書についても注釈が追加されます。

２ページ目（通関欄）に注釈
が追加されます。

特記事項

事前確認書（かに）の２ページ目（通関欄）
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事前確認（かに）の通達改正に伴い、確認書の交付イメージに注釈を追加します。

３．業務別機能 ③事前確認（かに）の通達改正

事前確認（かに）


